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1.は じめに

教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関す る法律第 26条 の規定に基づき、毎

年、教育に関する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、そ
の結果に関

する報告書を作成 し、議会に提出するとともに、公表 しなければならないこととされて
い

ます。また、点検及び評価を行 うに当たつては、教育に関 し学識経験を有する者
の知見の

活用を図ることも規定されています。

糸満市教育委員会では、今後の課題や取 り組みの方向性を明 らかにして、効果的な教育

行政あ推進を図るとともに、市民の皆様への説明責任を果た し、信頼 される教育委員会を

推進するため、令和 6年度に行つた教育に関する主要な施策の取組状況について、糸満市

教育事務点検評価員の意見をいただきながら、点検及び評価を行い、その結果を報告書に

まとめました。 こうした点検及び評価の結果を教育行政の充実・推進に活かしてまい りた

いと存 じますので、皆様のご理解 とご協力をよろしくお願い申し上げます。

令和 7年 10月

屋 良

安子

美香

政宜

香太

朝俊

地方孝欠有行〆天の組織及 び垂営 に関す る法律 (昭 オロ3+年 法律 第 162号 )抜 粋

(教 育 に関 す る事務の管理及 び幸丸行の状 況の点検 及 び評価 等 )

第 26え木  教 育委 員会 は、毎年、その権「Pく に属 す る事務 (前 条 第 十項 の規 定 に よ り教 育

長 に委任 された事務 その他教 育長 の権 FFく に属 す る事務 (同 条第 4項 の規定 に よ り事

務 局職 員等 に委任 された事務 を合 む。)を 含 む。)の 管理及 び幸丸行の状況 につい て点

検 及 び評価 を行 い、 その結 果に関す る幸「К告書 を作成 し、 これ を議会 に提 出す る とと

もに、 公 表 しなければな らない。

2 教 育委 員会 は、 前項 の点検 及 び評価 を行 うに 当た っては、教 育に関 し学識経験 を

有す る者の宍口見の活用 を図 るもの とす る。

糸満市教育委員会

教育委員

教育委員

教育委員

教育委員

教 育 長

山城

長嶺

徳村

新垣
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2.点 検評価の対象及び方法

令和 6年度教育委員会の活動状況として、教育委員会議の開催状況、及び令和 4年度教

育主要施策の中から抽出した重点的な事務事業 (2と 施策)を 対象 としました。

点検評価にあた りましては、施策ごとに点検評価 シー トを作成 し、評価基準により必要

性、効率性、及び有効性の面から評価を試み、総合評価を行つた うえで、課題 と今後
の展

開を検討 しま した。その後、学識経験者の知見の活用を実施 し、 3人 の学識経験者の意見

を頂きました。

評価基準等については、次のとお りです。

評価基準

・必要性 :施策 目的に対 し、市民ニーズや社会情勢等の変化を踏まえ、その必要性につ

いて考察する。

・効率性 :費用対効果を検証 し、より効率的な運営について考察する。

・有効性 :施策の実績か ら当初の目的に対する成果について考察する。

※必要性、効率性、有効性 とも 5点～ 1点 で配点する。

総合評価

必要性、効率性、有効性それぞれの配点を合計 し、以下のとお り総合評価 とする。

総合評価は次の 5段階とする

A評価 (14点 以上):計画どおり実施することができた/目 標やねらいに沿つた

成果が現れている。

B評価 (11点 ～13点 ):ほぼ計画どおり実施することができた/概ね成果が上がっ

ている。

C評価 (8点 ～10点 ):計画どお りではなかつたが、事業目的を達成 した/事業の

執行等に改善の余地がある。

D評価 (5点～ 7点 ):計画より遅れている。あるいは未実施である/事業の見直

しを含めた検討が必要である。

E評価 (4点 以下):事業の廃止を検討する。
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今後の方向性

総合評価 より、当該施策の今後の方向性について次の区分により示す。

課題と今後の展開

総合評価と今後の方向性から、課題改善に向けての次年度以降
の展開を検討する。

内  容方向性

事業の拡大・充実を目指す。

事業を現状で継続する。継  続

事業の継続を行 うが、対応すべき改善対策を検討する。改  善

事業を縮小 して継続する。縮  小

事業の終了、一時休止、廃止等の表記をする。その他
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3.教育委員会の活動状況

(1)教育委員会会議の開催

教育委員会会議については、原則として毎月第4木曜日に定例会を、必要に応じて臨

開催しています。令和6年度においては、次のとおり開催しました。

第7回  (定例会) 令和6年5月 23日 (本 )

議 案 第25号  糸満市文化協会補助金交付要綱の一部改正について

報 告 第4号  高嶺小学校移転改築事業基本計画策定の報告について

第9回  (臨時会) 令和6年7月 41日 (本 )

議 案 第30号 令和6年度 糸満市一般会計補正予算 (補正第2号)に関する意見の申出について

第6回  (定例会) 令和6年4月 25日 (木 )

第24号  糸満市教育振興基本計画審議会委員の委嘱について議 案

第3号  糸満市立中央図書館の今後に向けての要望書報 告

第8回  (定例会) 令和6年6月 20日 (本 )

第26号 令和6年度 糸満市一般会計補正予算 (補正第1号)に関する意見の申出について

第27号  市指定史跡 南山城跡の現状変更許可について

第28号  天然記a物オカヤドカリの現状変更許可申請について

第29号  糸満市社会教育団体等補助金交付要綱の一部改正について

議 案

第10回  (定例会) 令和6年7月 25日 (本 )

議 案

第31号 糸満市教育委員会事務専決規程の一部改正について

第32号 令和7年度使用の中学校教科用図書の採択木安について

第33号 令和7年度使用の特別支援学級用教科用図書の採択案について

第34号  糸満市教育振興基本計画原案の策定について

第 1お回 (定例会) 令和6年8月 22日 (本 )

第35号 独立行政法人日本スポーン振興センター共済金徴集規則の制定について

第36号  糸満市の教育の原案の策定について

第37号  令和6年度 糸満市一般会計補正予算 (補正第3号)に関する意見の申出について

第38号
つ い

1

報 告
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第12回  (定例会 ) 令和6年 9月 26日 (木 )

第39号 教育事務の点検評価 (内部評価)の審議について

第40号  令和6年度 糸満市教育委員会 教育事務点検評価員の委嘱について

第41号  糸満市教育委員会産業医の委嘱について

第42号  糸満市地域運動部活動推進協議会設置要綱の制定について

議 案

報 告 第5号  財産の取得について(令和6年度小中学校電子黒板整備業務)

第13回  (定例会) 令和6年 10月 18日 (本 )

第43号  教育事務点検評価書の提出について
議 木安

第44号  糸満市立中央図書館協議会委員の委嘱にっいて

報 告 第6号  天然記念物オカヤドカリの現状変更終了報告について

第14回  (定例会) 令和6年 11月 28日 (木)

第45号  令和6年度 一般会計補正予算 (補正第6号 )に関する意見の申出について

第46号  小学校教師用教科書及び指導書購入に係る物品の取得について

第47号  糸満市学校運営協議会規則の一部改正について議 案

第49号  糸満市立学校管理規則の一部改正について

報 告 第7号  糸満市教育委員会職員の人事異動について

第48号  糸満市立学校評価員設置要綱の廃止について

第15回  (定例会) 令和6年12月 25日 (木 )

第50号  「糸満市教育長賞」児童生徒等表彰実施要綱の一部改正について

第51号  糸満市地域運動都活動推進協議会設置要綱の一部改正について
議 案

第1回  (定例会 ) 令和7年 1月 23日 (金 )

議 案 第1号  令和6年度 糸満市一般会計補正予算 (補正第8号 )に関する意見の申出について

報 告 第1号  「糸満市教育長賞」児童生徒等表彰実施要綱の一部改正について

第2回  (臨時会 ) 令和7年2月 14日 (金 )

第2号  糸満市小中学校教員 (管理職 )の人事異動の内申について

第3号  糸満市教育委員会職員の人事異動について
議 案
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第3回  (定例会 ) 令和7年2月 27日 (木 )

議 案

第4号  令和6年度 糸満市一般会計補正予算 (補正第9号)に関する意見の申出について

第5号  令和7年度 糸満市一般会計予算に関する意見の申出について

第6号  令和7年度 糸満市人材育成事業特別会計予算に関する意見の申出について

第7号  損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について

第8号  財産の取得 (中学校教師用指導書及びデジタル教科書調達業務)について

第9号  糸満市就学援助規則の改正について

第10号  国指定史跡 具志川城跡に係る現状変更等許可について

第H号  糸満市教育委員会職員の人事異動について

第12号  糸満市都活動指導員設置要綱の改正について

第4回  (定例会) 令和7年3月 27日 (本)

議 案

第13号  糸満市職員の希望降任制度実施要綱の制定する訓令について
の の 一

第14号 つ いて

第15号  糸満市立学校管理規則の一部を改正する規則について

第16号  恋霧 ヨ箋
・

衰
F・地域
の連携協力推進事業運営委員会設置要綱の一部を改正す

第17号  糸満市指定文化財の指定について

第18号  糸満市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について

第19号  糸満市青少年センター処務規定の一部を改正する訓令について

第20号  不登校児童生徒の適応指導教室設置に関する要綱の一部を改正する訓令について

第21号

~孫
               設・設備管理規程の一部を改正するy令に

第22号 喜屋武小学校学校医の委嘱について

第23号  小中学校薬剤師の委嘱について

報 告

第3号  「糸満市教育長賞」児童生徒等表彰実施要綱の一部改正について

第4号  糸満市教区委員会職員の人事異動について

(2)総合教育会議の開催

市長と教育委員会委員による総合教育会議については、令和6年度は協議すべき事項

がなかったため、開催していません。
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Ⅱ

4.令和7年度 教育事務点検評価対象事業の体系別整理表 (令和6年度教育主要施策より)

1 教育体制の充実

の

左の「細項目」の対象となる事業
(R6年度事業)

所管課
大項目

(1)家庭における基本的生活習慣の形成

振興事業(絵本のひろば)
生涯学習① 子どもとの接し方、子ども理解を学ぶ機会の促進

ックスタート推進事業

② 糸満市子どもの読書活動推進計画の実施

(2)地域で子どもを育む環境 り、意識向上

① 子ども会等の活動での規範意識や礼儀作法等の習得

向上支援事業(ゆいま―る教室

② 地域における居場所づくりの推進 地域学校協働活動推進事業 生涯学習

(3)

社会教育団体等の関係機関とのネットワーク構築

事業
生涯学習② 青少年・社会教育団体の交流推進及び活動支援

姉妹都市・友好都市青少年交流事業

(1)コミュニテイ・スクールの設置 i推進

① 地域と一体となつ て子どもたちを育む「地域とともにある学校」の推進

(2)地域学校協働活動の推進

① 地域コーディネーターの配置

② 地域コーデイネーターの育成

1)豊かな心の育成

適応指導教室設置事業
学校教育① 道徳教育の充実

障害児学習環境づくり事業

② 特別活動の充実

③ 平和教育の推進

④ キヤリア教育の充実

⑤ 特別支援教育の充実 障害児学習環境づくり事業 学校教育

適応指導教室設置事業
学校教育⑥ 生徒指導の充実

障害児学習環境づくり事業

⑦ 環境教育の充実

③ 糸満市青少年センターの機能強化

③ 糸満市青少年育成市民会議や糸満市学カ向上推進協議会の 活動推進 糸満市青少年センター運営事業 学校教育

確かな学力の定着

① 幼稚園教育の充実 学校教育

② 学習指導の工夫改善・充実 力を育むサポート事業 学校教育

③「総合的な学習の時間」の充実

④ 国際理解教育・外国語教育の推進 力向上事業、英語指導事業 学校教育

援員配置事業

配置事業

⑤ の充実 卜等整備事業

(小・中学校 )

4ヽ・中学校ICT教育強化・環境整備事業

健やかな体の育成

① 健康・安全教育の充実 障害児学習環境づくり事業 育

② 体力・運動能力の向上

③ 食育の充実 食育の推進

(4)魅力ある学校づくりの推進

① 在籍数の平準化

小中一貫教育導入に向けた取組の推進

③ 海洋教育の推進

持続可能な開発のための教育(ESD)の 推進
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Ⅲ

4.令和7年度 教育事務点検評価対象事業の体系別整理表 (令和6年度教育主要施策より)

いつても学ベ つ

1 学びの支援と生涯学習機会の拡充

2 図書館活動の充実

中項目
左の「細項目」の対象となる事業
(R6年度事業 )

所管課

細 項 目

2 教育基盤の充実
(1)学校施設整備の充実

糸満南小学校整備事業

糸満南小学校校舎増築事業

高嶺小学校整備事業

① 安全・安心な学校づくりを進める 高嶺小学校移転改築事業 教育総務

糸満小学校整備事業

糸満小学校校舎改修事業

小中学校検舎大規模改造事業 (空調)

② に対応するための設備の充実

③ しい学校づくり 小中学校校舎大規模改造事業(空調) 教育総務

④ 既存施設の適正な維持管理

⑤ 整備

(2)学校給食の充実

① 栄養バランスのとれた豊かな学校給食の提供

② 望ましい食習慣の形成 食育の推進 給食センター

③ 安全な学校給食の提供

人材育成事業の推進

奨学金貸付事業
教育総務

① 奨学金の給与・貸与 岩崎奨学金給付事業

② 県内外等ヘ

③ 次代を担う人材の能力開発の推進

自治公民館連携推進事業 生涯学習

① 読書活動推進講座等の充実とボランティアの育成

援センター活動の充実 ル のク 成育と各種講座の開設やサ生涯① 学習支

充実よ 生涯学習基盤のる体等との連携 I他団治公自 民館②

学習内容の充実・学習機会の拡充

まちづくり出前講座や生涯学習ボランティアパンクの充実

③ 舞台発表、作品発表の拡充

主涯学習基盤の整備

③ 生涯学習拠点施設の整備

① 資料の体系的な収集と適切な保存

② 電子図書館の活用
図書館資料等充実促進事業、書籍等購入事業

中央図書館管理事務費 図書館

中央図書館窓口業務委託事業
市民誰もが学べる読書環境の整備、移動図書館の市内巡回③

誰もが学べる環境

(2)歴史の経承と子どもたちの読書活動支援

② 市行政情報等の電子化資料の活用促進

① 糸満市に関する資料・情報の収集・保存

読み聞かせ等ボランティア団体との連携

乳幼児と保護者の読書活動推進

⑤ 学校・学校図書館への支援

⑥ 図書館教育の実施

① 市民・団体や他図書館との連携による図書館サービス向上

に けた司 管理の危機 向レ アス ム向 書の プ アップ 図書館シやスキ効果的理営効率
②
上

③ 図書館基本計画の策定

地墳.行取と連携したサービスの向上
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4.令和7年度 教育事務点検評価対象事業の体系周U整理表 (令和6年度教育主要施策より)

所管課左の「細項目」の対象となる事業

(R6年度事業 )中項目

項 目

文化財発掘調査事業① 文化財の保全 生涯学習

南山城跡等保存調査事業② 南山城跡等の保存内容確認調査及び周辺グスク調査の推進

③ 文化財の公開・活用推進

)文化財の保全・育成

① 地域の歴史・文化資源の把握

(2)地域の歴史・文化資源の保全活用

市史編集事業
生涯学習

「村落資料」
① 市史や研究資料の編集・発行

② 史資料の調査収集・整理

③ 市民への文化・歴史情報の提供

④ 講座や企画展の開催

⑤ 聞き取り調査の推進
市史編集事業

生涯学習
「村落資料」編集事業

⑥ 字誌等への編集支援

(3) の編さん

生涯学習なかゆくいロビーコンサート① 芸術作品等に触れる機会の提供

② 市民の自主的な文化活動への支援

芸術作品等に触れる機会の提供

① 糸満市文化祭等への継続支援

② 糸満市文化協会と連携した文化芸術事業への支援

糸満市文化協会の育成支援

① 国・県等の補助事業による芸術家派遣事業の推進

② 児童生徒の体験型文化芸術事業の開催

児童生徒の文化芸術に親しむ機会の提供

Ⅳ ・文イヒ・ くる

1 糸満市らしさの継承

2 市民文化活動の振興

学校体育施設の開放促進

)生涯スポーツの推進

をつくるV ― ツ

1 スポーツの充実
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5.教 育に関する事務の点検評価について

育施策事務点 価シート

※総合評価は A=14～ 15点、B=11～ 13点、C=8～ 10点、D=5～ 7点、E=4点以下

点検評価員の意見 (外部評価 )

子どもとの接し方、子ども理解を学ぶ機会の促進という観点からも、絵本のひろばの開催やブックスタート推進事業

は有意義な事と思われる。ブックスタート推進員の確保、新規推進員の養成、セカンドブック実施の展開等課題もある

が、とても楽しみな事業なので、今後の活動を期待したい。

コード 教 育 施 策 名項 目

大 I-1 I みんなで子どもを育む社会をつくる 1 家庭・地域の教育力を育む

(1) 家庭における基本的生活習慣の形成中

子どもとの接し方、子ども理解を学ぶ機会の促進イよヽ ①

目的・必要性・

市民ニーズ等

家庭教育は、ずべての教育の出発点であり、子どもの基本的な生活習慣や豊かな情操を育む

うえで、重要な役割を担うものである。

子育て中の親や保護者がよりよい家庭教育を行うための情報交換の場や学習機会の提供に努

めていく。

事業内容

・ブックスタート推進事業 (セカンドブック含む)の実施

(乳幼児健康診査、1歳6カ月児健康診査時に併せて開催 )
・絵本のひろばの開催 (読み聞かせに関する講演会、実演会、子どもげきじょう)

教育基本法  第3次糸満市子どもの読書活動推進計画

①
施
策
概
要

根拠法令等

②
実
績
と
成
果

・ラ巧クスタートの拡充として、令和6年度よリセカンドブックを開始。
・ブックスタートは乳児健康診査 (生後3～ 5か月)、 セカンドブックは1歳6か月児健康診査時に併せて開催。ブックスタート健

診対象者532組中498組 (936%)、 セカンドブック健診対象者576組中485組 (842%)に 、絵本を介して親子の心
、れあうきつか

けを提供した。

・ブックスタート推進員 38名。ブックスタート推進員進員養成講座を4回実施し、延べ65名 が参加した。新規加入 3名 。

・第21回絵本のひろば」では、講師に漫画家大城さとし氏を迎え、『まんがのじかん』と銘うつて講演会を実施。読み聞かせ
の

部屋 (昔あそびなど)、 読み聞かせボランティアによる子どもげきじょうを行い、読み聞かせや絵本の楽しさを知る機会を設

け、好評を博した。

考 察 (配点は①～③とも左から5点、4点、3点、2点、1点とする)区分

□ 必要性が低い □ ほぼ認められない□ 認められる【必要性】

□ JF常に低い□ 低い□ 一定の効率あり【効率性】

□ 効果がほどんどない□ 一定の効果あり □ 効果が低い【有効性】

■ ,F常に高い

■ ,F常に高い

□ 〕F常に高い

□高い

□ 効果が高い

■高い

拡充 (五函∋・ 改善 ・ 縮小 日その他 ( )今後の方向性合
価
総
評

課題と今後
の展開

~ブ
ックスタート推進員の安竜的な確保と新規推進員の養成が課題である。また、第4次糸

満市子どもの読書活動推進計画においても主要施策の一つとして位置づけている。

③
施
策
の
評
価

合計14点

A
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施策事 シート

※総合評価は A=14～ 15点、B=11～ 13点、C=8～ 10点、D=5～ 7点、E=4点以下

点検評価員の意見 (外部評価 )

現在、子どもを持つ家庭の多くは、夫婦共働きで放課後子ども教室や、地域学力向上支援事業
「ゆいま一る教室」

は、とても意義のある活動と思われる。学校・地域・家庭の連携で子どもを育む環境や、安全安心な居場所をつくる事

が今後も重要と思う。予算額の減少が気になる点である。

コード 教 育 施 策 名項 目

大 I-1 I みんなで子どもを育む社会をつくる 1 家庭・地域の教育力を育む

地域で子どもを育む環境・体制づくり、意識向上中 (2)

地域における居場所づくりの推進′1ヽ ②

社会構造の変化によるコミュニティーの希薄化や、家庭や地域における教育力の低下が危惧さ

れているなか、子ども達の放課後の安全で安心な居場所づくりが求められている。

それと並行して家庭・学校・地域の連携協働のなかでつながりを作り、地域住民の見守りのもと

安全安心な居場所をつくることが求められている。

目的・必要性・

市民二Tズ等

事業内容

「地域学校協働活動推進事業 (市内6中学校区)
・放課後子ども教室事業(喜屋武小 )
・地域学力向上支援事業 (ゆいま一る教室 )

(高嶺小、喜屋武小、西崎小、兼城中、三和中)

教育基本法

①
施
策
概
要

根拠法令等

②
実
績
と
成
果

・地域学校協働活動推進事業は、学校や地域に趣旨が浸透してきており、学校ボランティア等の登録も153名 (うち、ボラ
ン

ティアバンク登録25名 )である。地域コーディネーター学校からの依頼41件、学校ボランティア派遣延
べ426名 。他にも随時相

謙提轟芳甲負 教室は、週1回像H/回、15回実施。ものづくりや身体あそびを中心にプログラムを組み、サポータ引 軋 域ボ

ランティアを活用し、支援員とともに事業を実施した。 (喜屋武小 (13名 )で実施。

・地域学力向上支援事業「ゆいま―る教室」は週1～ 2回、市内3小学校・ 2中学校で実施。講師に地域ボランテイア、退職教

員、学習支援員等の方々が参加され、宿題等を中心に基礎的な学習補助を行つた。

高嶺小 (71名 、200h)、 喜屋武小(9名 、24h)、 西崎小 (34名 、112h)、 兼城中(34名 、62h)、 三和中(13名 、
28h)で実施。

合計161名 が参加。

考 察 (配点は①～③とも左から5点、4点、3点、2点、1点とする)区分

□ 必要性が低い □ ほぼ認められない回 認められる■ ヴF常に高い □高い【必要性】

□ ,F常に低い□ 一定の効率あり □ 低い■高い【効率性】 □ ,F常に高い

□効果がほどんどない□ 効果が低い□ 効果が高い □ 一定の効果あり【有効性】 ■ ,H常に高い

今後の方向性 C臣霊)・ 改善
日縮小 口その他 (拡充 )△

口
打脚

総
評

地域学力向上支援事業においては、講師の人材発掘が課題であり、引き続き人材発掘

掌二            Fξ菫ミ鑓髭≧
校運営協議会 (コミュニティ・スクール)との一体的な推進を図りたい。

③
施
策
の
評
価

合計 14点

A
課題と今後
の展開
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教育 務点検評価シート

※総合評価は A=14～ 15点、B=11～ 13点、C=8ん 10点、D=5～ 7点、E=4点以下

点検評価員の意見 (外部評価 )

子どもを育む社会をつくる観点からも、女性会・青年会・子ども会等の社会教育団体の役割は、重要と思われる。人と

のコミュニケTションが不足しがちな現在において、団体への支援は地域の活性化にも関連し、有意義なものと考えら
れる。青少年交流事業は、リーダー育成にもつながり、多くの事を学べる様、今後も取り組んでほしい。

教 育 施 策 名項 目 コード

六 I-1 I みんなで子どもを育む社会をつくる  1 家庭・地域の教育力を育む

組織連携の充実中 (3)

青少年・社会教育団体の交流推進及び活動支援′lヽ ②

目的・必要性 H

市民ニーズ等

地域の活性化を図るには、女性会、青年会、子ども会等の社会教育団体の役割は重

要である。社会教育団体を支援することにより、地域の教育力を高め、次代を担う人材の

育成につなげる。

事業内容

・社会教育団体に補助金を交付し、団体活動に対する指導・助言を行うとともに組織力の強化を図

る。
・姉妹都市宮崎県都農町青少年交流事業(′1ヽ学生の相互交流)q友好都市北海道網走市

・神奈川

県厚木市青少年交流事業(中学生を受入)。

社会教育団体補助金

①
施
策
概
要

根拠法令等

②
実
績
と
成
果

社会教育団体において事業を実施。
・女性会は、会各種研修会への派遣を行い、会員の学習機会を創出したほか、廃油石鹸づくり等により周知活動を図つた。

・市子連は、ジュニアリーダー学級(エイサー練習)や平和学習(平和の礎清掃)などの開催、赤い羽根共同募金活動などの

事業協力を行つた。また、全国子ども会育成研究協議会が沖縄県那覇市で開催され、事務局として尽力した。

・市青年団協議会は4団体が加盟し、各地域の旧盆エイサーや市ふるさとまつりだけでなく、市二十歳を祝う式典会場警備
ヘ

協力を行つた。
・市PTA連合会は夜問パトロールの実施や、地区P研究大会や九州PTA大会長崎大会への派遣を行つた。
・姉妹都市宮崎県都農町青少年交流事業 (対象小学生)は、二泊三日による相互交流。令和5年度都農町派遣に対する(本

市への受入れ事業を行つた。
・友好都市北海道網走市・神奈川県厚木市青少年交流事業 (対象中学生)は、事業実施方法の検討のため、三市によるオ

ンライン会議等で今後の方針を模索した。

考 察 (配点は①～③とも左から5点、4点、3点、2点、1点とする)区分

□ ほぼ認められない□ 認められる □ 必要性が低い日高い【必要性】 □ 非常に高い

□ ,F常に低い□ 低い■高い □ 一定の効率あり【効率性】 □ 非常に高い

□ 効果が低い □ 効果がほどんどない□ 一定の効果あり【有効性】 □ 非常に高い ■効果が高い

H改善 ・ 縮小 日その他 (拡充 )今後の方向性▲
口
打脚

総
評

社会教育団体には、組織への加入者の減少に加え、役員のなり手がいないとい

う組織課題がある。持続可能な体制のあり方について、引き続き重要課題として

検討していく必要がある。

③
施
策
の
評
価

合計12点

B
課題と今後
の展開
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(様式第 1号 )

-15 、B=11～ 1

教育施 務点検評価シート

、D=5～ 7 、E=

点検評価員の意見 (外部評価 )

・道徳教育の充実 :適応指導教室は、情緒の混乱等による不登校の児童生徒に対し、体験活動や個に応じた学習や

教育相談活動を通し、自己肯定感を育み生活自立を高める学校復J予を支援している。利用者がチャレンジ登校や学

校復帰をするなど改善がみられ、適応指導教室の設置及び児童生徒の対応に関わる専門的スタッフの確保が今後も

必要である。

・生徒指導の充実 :課題を抱える児童生徒にどのように関わり指導するか、市内の居場所や関係機関との連携の仕方

の検討が必要と思われる。

項 目 コード 教 育 施 策 名

Ⅲ 学校教育の充実  1教 育体制の充実大 Ⅱ-1

中 (1) 豊かな心の育成

′lヽ ①⑥ 道徳教育の充実、生徒指導の充実

不安など情緒の混乱等による不登校の児童生徒に対し、体験的諸活動や個に応じた

適切な学習や教育相談活動を通じて、人間関係の改善及び自己肯定感を育み、生活自

立を高めながら学校生活への適応を図り学校復j吊を支援する。

目的・必要性・

市民ニーズ等

・入室児童生徒に対し基本的生活習慣の確立、体験的諸活動、学習指導、集団適応指

導、教育相談を実施する。
・学校や家庭との連携を密にし、協力しながら学校復帰を支援する。
・市相談員連絡会議、適応指導協力者会議、管内適応指導協力者会議など各機関と連

携を図り、情報交換・意見交換を実施し指導へとつなぐ。

事業内容

登検拒否児童生徒の適応指導教室設置に関する要綱 (訓令第4号 )

①
施
策
概
要

根拠法令等

②
実
績
と
成
果

,適応指導教室主任担当者を1名 、補助担当者を2名配置
・教育相談員を2名配置
・令和6年度の適応教室入級者数は、小学生(男子0名 、女子2名 )、 中学生(男子7名 、女子4名 )の計13名

・このうち中学3年生の4名が高校へ進学するなど改善が見られた。他の児童生徒も、所属学校へのチヤレンジ

登校ができるようになつたり、9名 (′よヽ学生1名、中学生8名 )が学校復帰するなど改善が見られた

・「JICA沖縄」見学 :食べることから始めよう国際理解へ参加

区分 考 察 (配点 ③とも左んヽら5点、4点、3点、2点、1点とする)

□ ほぼ認められない□ 必要性が低い□高い □ 認められる【必要性】 ■ ヲF常に高い

ロヲ,常に低い□ 低い■高い □ 一定の効率あり【効率性】 □ 非常に高い

□ 効果が低い □ 効果がほどんどない回効果が高い □ 一定の効果あり【有効性】 ■ 〕日常に高い

今後の方向性 C巨墓)・ 改善
L縮小 日その他 ( )拡充〈口

燃硼

総
評

・生活リズムが整わず教育支援室にも通室できない児童生徒にどのように関わつ

て指導するべきか検討が必要である。
・ICT機器を活用した多様な学びの保障に取り組む必要がある。

:繋運樫聾彗ゼ髯ち貧墾と盈缶丑長詞義各宅乙路終犠絶私協聾蕎駒なスタッフ
の確保。

③
施
策
の
評
価
合計 14点

A

課題と今後
の展開
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教 施 務点検 シート

※総合評価は A=14～ 15点、B=11～ 13点、C=8～ 10点、D=5～ 7点、E=4点以下

点検評価員の意見 (外部評価 )

特別支援教育支援員は、学校において安全面や生活面で支援を必要とする児童生徒が、安心安全な学校生活を

過ごすうえで大変重要である。また、特別支援教育指導コーディネーターは、保護者への教育相談活動の充実、全教

諭の特別支援教育に対する理解と知識の向上を図る上で必要である。

項 目 コード 教 育 施 策 名

大 Ⅱ-1 E 学校教育の充実  1教 育体制の充実

中 (刊 )、 (3) 豊かな心の育成、健やかな体の育成

′Iヽ ①③③、① (⑤特別支援教育の充実

目的・必要性・

市民ニーズ等

学校において安全面や生活面で支援を必要とする、心身に障がいを有する児童生徒に特別支援

教育支援員を配置している。近年、障がいをもつ児童生徒の保護者が地域の幼稚園や学校
への

通学を希望し、その数は増加している。また学習障がいや発達障害による支援を要する児童生徒

も増加傾向にあり、特別支援教育支援員配置のニーズは高い。

・障がいを持つ児童生徒の学校での安全面・生活面の支援
・学校・教育委員会・特別支援教育支援員と児童生徒・保護者との信頼関係や協力体制の確立

・特別支援教育支援員の資質向上や情報交換を目的とした研修会の実施
事業内容

根拠法令等 糸満市就学支援委員会 ・糸満市特別支援教育支援員配置事業

①
施
策
概
要

・特別支援教育支援員配置数 :′卜学校23人 (25人 )、 中学校4人 (4人 )、 計27人(29人)※カッコは前年度
・児童生徒支援数 :′卜学校93人(109人 )、 中学校16人(128人 )、 計109人(237人) ※カッコは前年度
・特別支援教育指導コーディネーターを1人配置し、小中学校に在籍する支援が必要な児童生徒

への教育支

援、保護者への教育相談、個別の支援計画及び指導内容の策定等に関する教育的支援の実施 ~
け就学支援保護者説明会を実施 (参加者41名 )
→就学相談会を実施(相談者35組 )

(参考 :糸満市就学支援委員会での審議件数 )

H26:145件、H27:187件 、H28:197件 、H29:229件 、H30:228件
R01:210件、R02:252件 、R03:273件 、R04:300件 、R05:298件  R06:273件 (10年前より128件増)

③
実
績
と
成
果

区分 考 察 (配点は①～③とも左から5点、4点、3点、2点、1点とする)

□ ほば認められない□ 必要性が低い□高い □ 認められる【必要性】 ■り,常に高い

ロ ワF常に低い□ ―定の効率あり □低い□高い【効率性】 ■ J卜常に高い

□効果がほどんどない□ 一定の効果あり □ 効果が低い【有効性】 □効果が高い■ 非常に高い

今後の方向性 ・ 継続 月改善 ・ 縮小 日その他 ( )拡総

評
▲
口
痛Ｗ

卿 扇 鮭 讐 緊 聾 与ギ彎
丘憲盤豊杓上、全教諭の特別支援教育に対ずる理

r寿嬰誇窒星淀名亀碇亀尋ギ森鳥箋援教育支援員の配置方法の工夫改善が急務である。

施
策

の
評
価

合計 15点

A
課題と今後
の展開

-14-



教育施策 点検評価シート
教 育 施 策 名項 目 コード

大 Ⅱ-1 Ⅱ 学校教育の充実  1教 育体制の充実
豊かな心の育成中 (1)

糸満市青少年育成市民会議や糸満市学 力向上 推進協議会 ,舌動推進の′lヽ ③

次代を担う青少年が目的意識を持ち、規則正しい生活習慣の確立を身に付け、安全

で安心な社会の実現を目指す。
目的 H必要性 H

市民ニーズ等

・青少年深夜はいかい防止県民一斉行動・ちゆらさん運動の推進
・夏の交通安全県民運動
・暴力団追放市民総決起大会等の開催
・通学路合同安全点検の実施
・教育講演会及び講座の開催
・糸満市教育の日における学校公開及び実践発表
・表彰の実施

事業内容

,等

①
施
策
概
要

②
実
績
と
成
果

・青少年深夜はいかい防止県民一斉行動、・ちゆらさん運動の推進・夏の交通安全県民運動
・暴力団追放に併

せて行う市民総決起大会を実施 (7月 )

:索導禰 筈蒜言暦疼F羅 軽 離 騨 躍 :黙 ;:葦銀 攣 聯 邸 と甲する表彰、市長賞

教育長賞の表彰を「くくる糸満」で実施 (1月 )

考 察 (配点は①～③とも左から5点、4点、3点、2点、1点とする)区分

□ ほぼ認められない□ 必要性が低い回 認められる■ ,F常に高い □高い【必要性】

□ 非常に低い□ 低いロ ー定の効率あり□ JF常に高い ■高い【効率性】

□ 効果がほどんどない□ 効果が低い□ 一定の効果あり【有効性】 □ 〕F常に高い ■ 効果が高い

・ 改善 ・ 縮小 ・ その他 (拡充 )今後の方向性▲口
打棚

総
評

課題と今後
の展開

・青少年健全育成に向けた各種事業を、糸満市青少年育成市民会議、糸満市学

力向上推進協議会の各支部や構成団体との連携を密にしながら、取り組んでい

く。

③
施
策
の
評
価
合計13点

B
A=14～ ～ 13 、C= 、D=5～ 7 、E=

点検評価員の意見 (外部評価 )

青少年育成市民会議や学 カ向上 推進協議
ハ
7ミ の 活動 は 次代を担う子ども達の 健 全育成 |こ重要なもの と思われる

か にある現在 にお しヽ て 心 の 夏 か さも同じ様に持てる子 ども達の健全育成は 家庭 地域 学校 行政 の 連
H協力が大切と思われる。

-15-



点検評価員の意見 (外部評価 )

小学校教育への円滑な接続を図るため、公私立こども国、保育園等と市内小学校の連携体制の構築が求められ

る。公開保育・公開授業・連絡協議会を通して様 な々気づきが得られ、それをもとに指導の改善が期待される。今後も

「子どもの発達や学びをつなぐ接続」を意識した取り組みを充実していただきたい。

教育 点検評 シート

※総合評価は A=14～ 15点、B=11～ 13点、C=8～ 10点、D=5～ 7点、E=4点 以下

コード 教 育 施 策 名項 目

Ⅱ-1 Ⅱ 学校教育の充実  刊 教育体制の充実大

(2)中

′Jヽ ①

確かな学力の定着

幼児教育の充実

幼児教育担当(主査教諭)による公私立子ども園、保育園等及び市内小学校との連携体制を構

築する。また、連携支援事業を通して小学校教育への円滑な接続を図る。
「幼児期において育み

たい資質能力」「幼児期の終わりまでに育つてほしい姿」を踏まえ、生きる力を育むと共に、幼児教

育の充実を図る。

目的口必要性・

市民ニーズ等

・接続期力リキユラムに基づく教育・保育 |
・幼小の円滑な接続の実現に向け、市内

校区別の幼小職員別合同研修や幼児同
・市内小学校(10)、 市内公私こども園(18)

i斌謀 紀里よ t臨 の職員の幼小連絡協議会、
士・幼児と児童の交流活動

、法人保育園(13)、 私立幼稚園(1)において、幼小連携支

援事業の実施

事業内容

根拠法令等

①
施
策
概
要

②
実
績
と
成
果

磯  織整動頴吾駆縛朝紬a鉢]:解三吾議気
明穐縫毬嚢そ講縛 耀司観靴皇経暴輩占敦銃 解や学びの連続日こついて共通理解をすることが
できた。
・幼児・児童間の交流では、各校区で内容を工夫与て行うことができた。

考 察 (配点は①～③とも左から5点、4点、3点12点、1点とする)区分

□ ほぼ認められない□ 必要性が低い□ 認められる□高い【必要性】 ■ 非常に高い

□ 〕,常に低い□低い□ 一定の効率あり□ 非常に高い ■高い【効率性】

□効果がほどんどない□ 効果が低い□ 一定の効果あり【有効性】 ■ ,F常に高い □ 効果が高い

⑩ ・ 改善 ・ 縮小 'その他 (拡充 )今後の方向性▲
口
鷹Ｗ

総
評

③
施
策
の
評
価

合計 14点

A
課題と今後
の展開
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施策事務 シート

※総合評価は A=14～ 15点、B=11～ 13点、C=8～ 10点、D=5～ 7点、E=4点以下

点検評価員の意見 (外部評価 )

学習指導支援員の配置は、個別の学習支援・ティームティーチングによる授業支援等、児童生徒の理解度に合わ

せて支援することで学習意欲の向上につながつている。教育機関との連携や地域人材の発掘、任用条件の検討な

ど、学習指導支援員の確保の工夫が求められる。

教 育 施 策 名項 目 コード

大 Ⅱ-1 正 学校教育の充実  1教 育体制の充実

中 (2) 確かな学力の定着

学習指導の工夫改善・充実′fヽ ②

「確かな学力」を身につけさせるには、児童生徒一人一

に応じた指導が必要である。学習指導支援員を配置す

の課題解決に向けた支援や、基礎的・基本的な知識の

人を大切にし、可能な限りその個
ることにより、児童生徒一人一人

習得・習熟の程度に応じた指導

など、きめ細かな学びの場を提供できる。

目的・必要性・

市民主―ズ等

学校の状況に応じた児童・生徒の学習指導及び生活の自立に向けて支援するため学

校に学習指導支援員を配置する。
事業内容

根拠法令等

①
施
策
概
要

・個別支援が必要な児童生徒への学習支援及び自立支援ができた。
・個別の学習支援やティームティーチングによる授業支援ができた。
・始業前や授業中、放課後の巡視活動谷参加した。
H不登校児童生徒への学習支援や校内における自立支援ができた。
・令和6年度の活動状況については、昨年度同様に支援員を小学校10校に14人、中学校6校に8人を配置した。

(R3:23人、R4:22人 、R5:22人 )
・学習指導等支援員研修を開催し、支援員間の情報共有と資質向上につなげた。

②
実
績
と
成
果

区分 考 察 (配点 も左から5点、4点、3点、2点、1点とする)

□ ほぼ認められない□ 必要性が低い□高い □ 認められる【必要性】 ■ 非常に高い

□ 非常に低い□低い日高い □ 一定の効率あり【効率性】 □ 非常に高い

□ 効果が低い □効果がほどんどない□ 一定の効果あり【有効性】 ■ 非常に高い □効果が高い

今後の方向性 (亜璽》
口改善 ・ 縮小 ・ その他 (拡充 )△

口
痛脚

総
評

現状、学習指導員は会計年度任用職員であり、人材の定着や継続的な育成に課

雰覆笹 入材の確保を目指しつつ、引き続き児童生徒の学習意欲向上を目指

す。

施
策

の
評
価

合計 14点

A
課題と今後
の展開

-17-



点検評価員の意見 (外部評価 )

AETの派遣は、小中学校における英語教育の充実を図る上で必要である。ネイティブ英語に触れることで児童生徒

のコミュニケーション能力が高まつている。小学校では外国語活動が必須、5・ 6年生徒は教育課程に組み込まれたこ

とから、AttTの増員が求められる。今後も外国語活動の授業に対応するため、AETの人材確保・増員に努めてほし

い c

施策事務 シート

※総合評価は A=14～ 15点、B=11～ 13点、C=8～ 10点、D=5～ 7点、E=4点以下

教 育 施 策 名項 目 コード

Ⅱ 学校教育の充実  1教 育体制の充実大 エー1

中 (2) 確かな学力の定着

国際理解教育・外国語教育の推進′Iヽ ④

g壌亀岳忌艶蔀
いきたい。

目的・必要性・

市民ニーズ等

小学校では5、 6年の外国語が教育課程に組み込まれ、教科としての評価が始まり、3・ 4年生では

楽しく外国語活動を推進するために教諭とAETがテイームティーチングで指導している。
中学校では英語授業、英会話指導、発音指導、学級活動での英会話指導を本格的に推進するた

めに教諭とAETがティームティーチングでの指導を実施している。
事業内容

糸満市立学校外国人英語指導助手嘱託員の委嘱、報酬、服務及び勤務条件等に関する要綱

①
施
策
概
要

根拠法令等

②
実
績
と
成
果

ポ撃駅薄銚談連裂訴鉢膀 旅鰈諷蒋識鰭講荘
ができた°

・ネイティブ英会話をすることで、直に英語に触れると共
・中学校では、英語教諭とAETがティームティーチングを行うことで「話す力」・「聞く力」が伸びた。
・AETを派遣することで、生きた英語に接し、児童生徒のコミュニケーシヨン能力が高まつてきた。
・小学校「外国語活動」および「外国語」の、よリー層の指導の充実を図るために、AETとの連携・強化を行つて

いる。

区分 考 察 (配点は①～③とも左から5点、4点、3点、2点、1点とする)

□ ほぼ認められない□ 必要性が低い□ 認められる【必要性】 ■非常に高い □高い

□ ,H常に低い□低い□高い □ 一定の効率あり【効率性】 ■ ,H常に高い

回 効果が低い □ 効果がほどんどない□ 一定の効果あり【有効性】 ■非常に高い □ 効果が高い

今後の方向性 Φ ・ 継続 ・ 改善 ・ 縮小 'その他 ( )▲
口
打測

総
評

・小学校では外国語活動が必須となり、5・ 6年が教育課程に組み込まれた。より

「辱寝i詈暫訳稔|二?恐V解蓄謝贈詔龍緒授業に対応するため、人材
確保に努めていく。

③
施
策
の
評
価

合計 15点

A
課題と今後
の展開
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点検評価員の意見 (外部評価 )

霊聾獄亀畔 暴録題撃罫暫墓聯術寄融露耕稲繁訴蚤羞憶爾乾鐸
報教育の充実に資する機器の整備が求められる。財源確保と更新計画のもと情報教育の充実に努めてほしい。

育施策事務点 シート

※総合評価は A=14～ 15点、B=11～ 13点、C=8～ 10点、D=5～ 7点、E=4点 以下

教 育 施 策 名項 目 コード

Ⅱ 学校教育の充実  1教 育体制の充実大 Ⅱ-1

確かな学力の定着中 (2)

′lヽ ⑤ 情報教育の充実

学習を進める中で情報を収集し選択ずることで、より有用な情報を創造し、表現、発信
・伝達する

という情報の実I完力や情報の進展化により社会にもたらす影響、情報の重要性、社会の特質の理

解など情報化社会に参画する態度を培う。積極的にコンピュータを活用していく環境整備が必要で

ある。

目的・必要性・

市民ニーズ等

・情報教育支援員を1名配置
・GIGAス クール運営支援センターの運営 (業務委託)
・ICT機器契約、導入、管理(GIGAタブレット、パソコン、電子黒板、学習支援ソフト等)

事業内容

糸満市立学校管理規則

①
施
策
概
要

根拠法令等

②
実
績
と
成
果

・児童生徒や学校職員に対し、ICT教育に係る学習や技術的・専門的な支援を行う情報教育支援員 (刊 名)を配置し、学校
か

らの要望に基づき計画を作成し、派遣を実施
・GIGAス クール支援員を配置し、通信環境の確認、教職員への研修、オンライン学習時のサポート、問い合わせなど

への対

塩泉巖雛 した液晶型居目子黒板を′卜
出
子移三70台、中学校30、雪

語謝lli命きfi夢レットを学習者月]147台 、キ旨導者用59i針を追カロ整・GIGAス クール構想に基づき、1人 1台端末環境を整備するた1

備した。
・夏・冬・春休み中の家庭でのタブレット利用環境の改善とし

発耳塞春奪 甲訴す跳 鰍 ど報 予線 の利用可能とな・支援員や電子黒板、タブレット等の環境整備を実施したことR

飾隅 翻譜恐染ξも擢鞘勤繹者≡謝解醸奉期鞍哲鶉8帷絲込
軽減が図られることで、子どもたちに対する能動的な授業展開の実現に寄与した。

・令和6年度の児童生徒へのアンケートでは、新型の液晶型電子黒板は授業が分かりやすいと答えた割合が、回答者
のうち

848%で 、前年度の割合を超え、目標としていた800/oを達成した。

考 察 (配点は①～③とも左から5点、4点、3点、2点、1点とする)区分

□ほば認められない□ 必要性が低い□高い □ 認められる【必要性】 ■ Jド常に高い

ロブF常に低い□ 一定の効率あり □低い□高い【効率性】 ■ JF常に高い

□効果がほどんどない□ 効果が低い□ 一定の効果あり【有効性】 ■ J,常に高い □効果が高い

〇 継続 ・ 改善 H縮小 ・ その他 ( )今後の方向性▲
口
応棚

総
評

君蠣爾禦功菰犠黙招ぽξ焼朝魂暫

辮 辮 朝 粋 瞬 蘇 星卿 孵

的 蛯 図

合計 15点

A
課題と今後
の展開

施
策
の
評
価
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教育施 点検評価シート
教 育 施 策 名項 目 コード

大 Ⅱ-1 Ⅱ 学校教育の充実  1教 育体制の充実
健やかな体の育成中 (3)

③食育の充実イ!ヽ ③

近年、家庭では朝食を食べない、自分の好きなものを食べる等食生活の乱れや痩身

肥満など、子どもたちの健康を取り巻く問題が生じている。こうした現状を踏まえ、子ども

たちが学校給食を通して日常生活の食事について正しい理解を深め、望ましい食習慣

を養うため食育を推進することが重要である。

目的・必要性 H

市民ニーズ等

潔≦孵虹蝉蠍騨郡簿落聯撃
いて品質及び安全性について自ら判断できる能力を身に付ける。

事業内容

学校給食法
~食
育基本法 (平成17年度)

食育推進・地産地消促進計画

(平成18年)糸 満市食育指導基本計画
根拠法令等

①
施
策
概
要

②
実
績
と
成
果

食育指導 (令和6年度)
①小学校 9校 (134回 )中学校 3校 (32回 )

栄養教諭、栄養職員が学年ごとに題材を設定し、指導案や教材を作成して、各学校と連携を取りながら、食に

関する指導を進めて行くことで、児童生徒の食育への関心が高まつた。また、授業参観日に実施する
ことで保

護者や教職員の食育への関心も高まつた。

考 察 (配点は①～③とも左から5点、4点、3点、2点、1点とする)区分

□ ほぼ認められない回 必要性が低い□ 認められる■ ,F常に高い □高い【必要性】

□ 〕卜常に低い□低い□高い □ 一定の効率あり■ ワF常に高い【効率性】

回 効果がほどんどない□ 効果が低い□ 一定の効果あり【有効性】 ■ ,ド常に高い □ 効果が高い

拡充 (垣匪謗 日改善 ・ 縮小 'その他 ( )今後の方向性▲口
挿棚

総
評

課題と今後
の展開

好き嫌いや偏食、朝食欠食などの食生活の乱れにより、肥満・痩せ型傾向な

ど、子供たちを取り巻く問題は深刻化しているため、栄養教諭、栄養職員が専門

性を生かして、各学級担任と連携を図りながら、食育指導を継続して行つていく。

施
策

の
評
価

合計 15点

A
A=14～ 1～ 13 、C= =5～ 7 、E=

点検評価員の意見 (外部評価 )

望ま 食事 取 り方等 | し て 自ら半1断できる能 力を身 | 付けさせる と|ま重要で児童生徒が食事の重要性や ししヽ の つ ヽ

り 児童 生徒 保護者 教職 員の 食 同 の 関′いが高まつ て しヽ る 健全な食生活 |ま 健全な
,い身を 同 むため |こ欠か

段階 こ応 た教材 予算措置が求せ なしヽもの であり 正 ししヽ食習慣を身 付けさせる食育指導が大切である 発達 | じ の

られる。
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教育施 務点検 シート
教 育 施 策 名項 目 コード

Ⅱ-2 Ⅱ 学校教育の充実  2教 育基盤の充実大

学校施設整備の充実中 (1)

安全・安心な学校づくりを進める′Jヽ ①

児童規模に応じた施設整備を行う必要がある。

目的・必要性・

市民ニーズ等

仮設校舎の建設等に伴い、今後も児童数の増加が見込め、昇降口(児童玄

関)及び付随する靴箱等が不足する懸念が生じる。それらを解消するため、新た

に昇降口を増築し、児童等の学校教育環境の充実を図る。
事業内容

義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項

①
施
策
概
要

根拠法令等

②
実
績
と
成
果

・近年の児童数増加に伴い不足する懸念が生じていた昇降口及び靴箱等のス
ペースを新たに増築

することにより、適正な学校教育環境を整えることができる。

考 察 (配点は①～③とも左から5点、4点、3点、2点、1点とする)区分

□ ほぼ認められない□ 必要性が低い□ 認められる□高い【必要性】 ■〕F常に高い

□ ,F常に低い回低い■高い □ 一定の効率あり回 ,F常に高い【効率性】

□ 効果がほどんどない□ 効果が低い□ 一定の効果あり□ 非常に高い ■ 効果が高い【有効性】

その他 (拡充 H )改善 H縮小今後の方向性▲口
鷹棚

総
評

課題と今後
の展開

今後も児童数推計を基に不足する教室やそれらに準じて影響がある内

容等を適宜把握しながら、学校教育環境の改善に取組む。

③
施
策
の
評
価
合計 13点

B
A=14～ 15 -13 、C= 、D=5～ 7 、E 下

点検評価員の意見 (外部評価 )

学校は、児童生徒が豊かな人間性を育むふさわしい安全・安心な施設が求められる。糸満南小学校にお
いては

年々、児童数が増加しており児童規模に応じた施設整備が求められる。
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教育施策事 点検評価シート
項 目 コード 教 育 施 策 名

Ⅱ 学校教育の充実  2教 育基盤の充実大 エー2

中 (1) 学校施設整備の充実

安全口安心な学校づくりを進める′lヽ ①

学校施設は、児童生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場であり、学校教

育活動を行うための基本的な教育環境である。充実した教育活動を充分に展開

できる高多機能な施設環境とともに、豊かな人間性を育むのにお、さわしい快適

で安全日安心なものでなければならない
言基準の建物は、老朽化によるコンク特に、S56年以前に建築された旧耐層

リートの剥離が多く発生しているため、早期に改築を行う必要がある。

目的 B必要性 H

市民ニーズ等

高嶺小学校の老朽化した危険校舎

発掘調査に伴い高嶺小学校を隣接す

育校として開校を行う。移転改築事業

2棟の改築に合わせて、今後の南山城跡

る高嶺中学校と一体と捉え、小中一貫教

に合わせ、バリアフリー化、防災機能等の

向上を図る。

事業内容

義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項

①
施
策
概
要

根拠法令等

②
実
績
と
成
果

控F:】藩嬰鶉翻纂義弓霧星鎌扇藝詫魯し
業務の契約を締結。
現在、見直し内容の与条件整理や購入予定用地範囲の精査、事業費等の見直しを行いながら、幹

事会や地域説明会等を実施し、意見提言等を仰ぎ、計画策定に向けて業務を進捗している。

区分 考 察 (配点は①～③とも左から5点、4点、3点、2点、1点とする)

□ ほぼ認められない□ 必要性が低い□高い □ 認められる■ ,,常に高い【必要性】

回 ,H常に低い□ 低い■ 一定の効率あり□ 〕日常に高い □高い【効率性】

□効果がほどんどない□ 効果が低い■ 一定の効果あり□ 効果が高い【有効性】 ロ ヲF常に高い

・ 改善 B縮小 Bその他 (拡充 )今後の方向性▲口
体棚

総
評

雇報禦範郵鰈頑編期替    軍経鍵
め、改築に向けた設計と用地取得を同時に進める必要がある。

合計 11点

B
課題と今後
の展開

③
施
策
の
評
価

～ 15 =8～ 10 、E=4

点検評価員の意見 (外部評価 )

高嶺小学校は昭和56年以前に建築され、老朽化によリコンクリート剥離が多く発生しており、早期の改築
の必要が

ある。小中一貫教育校に向け関連法令に基づく許認可手続きを進め、児童が豊かな人間性を育むふさわし
い安全・

安心な施設の早急な整備が求められる。
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15 、B=1

教育施策事 評価シート

=8～ 10 、D= 、E=4

コード 教 育 施 策 名項 目

Ⅱ 学校教育の充実  2教 育基盤の充実大 Ⅱ-2

中 (1) 学校施設整備の充実

′lヽ ① 安全・安心な学校づくりを進める

年々児童数が増加している糸満小学校に対し、普通教室が不足しつつあり、

それらに対応するため、その他特別教室等を改修し転用することで、不足しつつ

ある教室数を確保する必要がある。

目的・必要性・

市民ニーズ等

既存内部教室等に対し、間仕切壁を設置したり、教室の転用のための改修を

実施する等、普通教室数を確保し、児童等の学習環境の改善を図る。
事業内容

義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項

①
施
策
概
要

根拠法令等

②
実
績
と
成
果

不足しつつある普通教室数を確保することにより、適正な学校教育環境を整えることができる。

区分 考 察 (配点は①～③とも左から5点、4点、3点、2点、1点とする)

□ ほぼ認められない□ 必要性が低い□高い □ 認められる■ ヲF常に高い【必要性】

□ 非常に低い□低い■ 一定の効率あり□ 〕,常に高い 回高い【効率性】

□ 効果がほどんどない□ 一定の効果あり □ 効果が低い■効果が高い【有効性】 □ 〕卜常に高い

今後の方向性 改善 B縮小 ・ その他 ( )拡充▲
口
打Ｗ

総
評

今後も児童数推計を基に不足する教室やそれらに準じて影響がある内

容等を適宣把握しながら、学校教育環境の改善に取組んでいく。
合計 12点

B
課題と今後
の展開

③
施
策
の
評
価

点検評価員の意見 (外部評価)

性を育むら、さわし 安ヽ全 安′bな施設が求め りれる 児童数推計を基 | 不 足する教室数や特男1児童が豊かな人間 し
茎 組

室の転用の 影響等を考慮しなが ら 児童が豊 か な人聞性を育む心、さわしし
ヽ安全 安心な教育環境の 改 こ取り

んでほしい。
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教育施策事 点 評価シート
教 育 施 策 名項 目 コード

大 Ⅱ-2 Ⅱ 学校教育の充実  2教 育基盤の充実
(1) 学校施設整備の充実中

①③ ①安全・安心な学校づくり③環境にやさしい学校づくり′よヽ

目的・必要性・

市民二‐ズ等

沖縄県は亜熱帯地方に属することから、夏場は教室内の室温が30℃を超えることが

多く、児童の健康面や学習意欲に悪影響を及ぼすため、空調設備を整備し快適な室内

環境を提供する必要がある。

糸満小学校・西崎小学校・潮平小学校・西崎中学校・糸満中学校・潮平中学校の計6

検において、普通数室及び特別教室等の空調設備の更新及び設置事業内容

義務教育詰学校施設費国庫負担法第3条第1項

①
施
策
概
要

根拠法令等

・各学校とも授業への影響を軽減するため、学校側と作業時間帯等を調整しながら工事を実施した。省
エネ

や光熱費の低減のため、従来型の電気方式ではなく、プロパンガスを用いたGHP方式を採用した。しかし、潮
平小学校の一部については、経済性等を加味して従来の電気を用いたEHP方式を採用し、対応した。

②
実
績
と
成
果

区分 考 察 (配点は①～③とも左から5点、4点、3点、2点、1点とする)

□ 必要性が低い □ ほぼ認められない□ 認められる■ 非常に高い □高い【必要性】

□ 〕,常に低い□ 一定の効率あり □低い■ 非常に高い □高い【効率性】

□ 効果がほどんどない□ 効果が低い□ 効果が高い □ 一定の効果あり【有効性】 ■ 非常に高い

今後の方向性 (臣酷 )・ 改善 打縮小 Hその他 ( )拡充総
評
〈口
打Ｗ

空調設備については、稼働費や修繕及び更新費などに多額の予算が必要に

なることから、空調設備の長寿命化計画を策定して、施設整備に係る予算の平

準化を検討する必要がある。              I

施
策

の
評
価

合計 15点

A
課題と今後
の展開

4～ 15 、B=11～ 13 0 、D=5～ 7 下

点検評価員の意見 (外部評価 )

沖縄県は、夏場30℃を超えることが多く、児童生徒の健康面及び学習意欲に悪影響を及ぼす。空調設備を整備し

た快適な室内環境は、児童生徒の学習意欲や学力の向上が期待される。
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A=14-15

教育施策事務点検評価シート

1～ 13 、C= 、D=5～ 7

コード 教 育 施 策 名項 目

Ⅲ誰でもいつでも学べる環境をつくる 1学びの支援と生涯学習機会の拡充大 Ⅲ-1

中 (1) 人材育成事業の推進

① 奨学金の給与・貸与′lヽ

専修学校、短期大学、大学及び大学院に就学する学生に対し、奨学資金を賞与する

ことで、次代の糸満市を担う人間性豊かな人材の育成を図る。
目的・必要性 J

市民ニーズ等

大学、短期大学及び大学院に就学する学生に対し、月額で県外大学 40,000円 、県内

大学 20,000円を無利子で貸与し、卒業後半年を経て貸与月額と同額を貸与年数で返

済させる。H28年度から入学準備金 (上限24万円)の貸与を開始。

募集方法:市広報・HP、 近隣の高校への案内通知 ※他の奨学金との併用はできな
い 。

事業内容

糸満市人材育成奨学金貸給与要綱

①
施
策
概
要

根拠法令等

②
実
績
と
成
果

継続 (貸与 )で 1人 (県外大学 1人 )、 新規申請なし。

入学準備金貸与申請なし。

考 察 (配点は①～③とも左から5点、4点、3点、2点、1点とする)区分

回 ほぼ認められない□ 必要性が低い□ 認められる■高い□ 〕卜常に高い【必要性】

口非常に低い□ 低い■ 一定の効率あり□高い□ ,日常に高い【効率性】

□効果がほどんどない□ 効果が低い■ 一定の効果あり□ 効果が高い【有効性】 回 非常に高い

今後の方向性 拡充 E継続 (こ豆)・ 縮小 ・ その他 ( )

▲口
席脚

総
評

課題と今後
の展開

他の奨学金制度の活用や、将来の返済の負担に対する懸念などにより、申請

者が減少している。今後は、返済義務がない奨学金
への移行も視野に入れ、経

済的理由で進学を断念する学生を減らしていきたい。

施
策

の
評
価

合計 10点

C

点検評価員の意見 (外部評価 )

貸与奨学金制度は、経済的支援から考慮しても有意義な事業と思われる。就学を希望する子
ども達において、家庭

的事情で希望を断念する事がないよう制度の継続は必要だが、将来の返済方法、返還制度
の見直しも検討に値する

と思われる。
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教育施策事務点検評価シート

※総合評価は A=14～ 15点、B=11～ 13点、C=8～ 10点、D=5～ 7点、E=4点以下

点検評価員の意見 (外部評価 )

経済情勢が厳しい現在において、返済のない奨学金制度は、学生の生活支援、保護者の経済的負担軽減の観点

から考慮しても有意義なものと思われる。事業を運営していくうえでも、基金のより有効的な運用、新たな財源の確保

検討し、将来的な人材育成事業も継続して欲しいと思う。

項 目 コード 教 育 施 策 名

大 Ⅲ-1 Ⅲ誰でもいつでも学べる環境をつくる 1学びの支援と生涯学習機会の拡充

中 (1) 人材育成事業の推進

珂ヽ ① 奨学金の給与・貸与

①
施
策
概
要

目的・必要性日

市民ニーズ等
大学、短期大学及び高校生で経済的理由によつて就学困難な者に対し、奨学資金を

給与することで、次代の糸満市を担う人間性豊かな人材の育成を図る。

事業内容
1お孟ず普煙¶講緊講籍謂騨警遠諷機き齋F本

社

募集方法 :市広報、市HP、 近隣の高校への案内通知

根拠法令等 糸満市人材育成奨学金貸給与要綱

②
実
績
と
成
果

継続 (給与)で 8人 (大学4人、高校4人 )、 新規申請22人中、県外大学1人、県肉高校2人の3人承認c

施

策
の

評
価

区分 考 察 (配点は①～③とも左から5点、4点、3点、2点、1点とする)

【必要性】 ■ 〕,常に高い □ 高い □ 認められる □ 必要性が低い □ ほぼ認められない

【効率性】 □ 非常に高い ■高い □ 一定の効率あり □ 低い □ 非常に低い

【有効性】 □ 非常に高い ■ 効果が高い □ 一定の効果あり □ 効果が低い □効果がほどんどない

総 合
評 価

今後の方向性 ≪亙)・ 継続 H改善 〕縮小
。その他 ( )

課題と今後
の展開
冊 ま暫靱置醇聯
たな財源の確保などを検討する。

合計 13点

B
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点 評価シート

※総合評価は A=14～ 15点 、B=11～ 13点、C=8～ 10点、D=5～ 7点、E=4点以下

点検評価員の意見 (外部評価 )

自治公民館による自主的な講座開設への支援は、地域での生涯学習の裾野を広げる意義ある取り組みであると認

識するが、周知が十分でなかつたのか活用件数が少なかつたのは残念である。今後新たな方法で自治公民館と連携

し、生涯学習の推進につながるような事業の実施を期待したい。

項 目 コード 教 育 施 策 名

大 Ⅲ
-1 Ⅲ 誰でもいつでも学べる環境をつくる 1 学びの支援と生涯学習機会の拡充

中 (3) 生涯学習基盤の整備

′Jヽ ② 自治公民館、他団体等との連携による生涯学習基盤の充実

目的・必要性・

市民ニーズ等
市民の教養の向上、健康の増進を図り、生活文化の振興と生涯学習の振興を

図るため市民の身近にある自治公民館での講座の開催を支援する。

・市民が参加しやすい地域の自治公民館での講座の開催を支援する。
・自治 (地域)公民館と連携し、講座の講師料を負担することにより講座の開催

を支援する。
事業内容

①
施
策
概
要

根拠法令等 糸満市生涯学習自治公民館講座支援要項

②
実
績
と
成
果

・各公民館等で、自治公民館講座を開催した。
西崎二丁目自治会「琉球の歴史」(19名 )、 西崎ニュータウン自治会「′jヽ学生絵画教室」1回目(8人 )・ 2

回目(10人 )、 西崎二丁目自治会「沖縄の年中行事について」(21人 )、 新屋敷自治会「骨太クッキング
&沖縄料理」(15人 )で実施。合計70人が参加。

区分 考 察 (配点は①～③とも左から5点、4点、3点、2点、1点とする)

□ 認められる 回 必要性が低い □ ほば認められない【必要性】 □ 非常に高い ■高い

□ 低い □ ,F常に低い【効率性】 ロ ブF常に高い □高い ■ 一定の効率あり

□ 効果が低い □効果がほどんどない【有効性】 回 ,F常に高い □ 効果が高い ■ 一定の効果あり

今後の方向性 拡充・継続日改善・縮小日 業で機能を代替する)▲口
打脚

総
評

③
施
策
の
評
価
合計10点

C
課題と今後
の展開

R7年度は自治公民館講座支援事業への予算措置はないが、地域での自主的な学習や

交流を盛り上げていくことが生涯学習の推進につながるため、自治公民館での学習活動を
支援するための予算措置が必要である。
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教育施策事 点検評価シート

A=14～ 15 、B= 、C=8～ ～ 7 、E=

点検評価員の意見 (外部評価 )

個人登録者数の増加やレフアレンスサービス件熱が2倍強に増加している点を評価したい。気軽に利用できる図書

館として今後も引き続きサービスの向上・充実に努めていただきたい。

移動図書館巡回ステーシヨンの見直しについては、利用者の声をT寧に聞きながら見直しを進めてほしい。

項 目 コード 教 育 施 策 名

Ⅲ-2 Ⅲ 誰でもいつでも学べる環境をつくる 2図 書館活動の充実大

中 (1) 誰もが学べる環境の整備

′よヽ ①②③ ①資料の体系的な収集と適切な保存 ②電子図書館の活用 ③市民誰もが学
べる読書環境の整備、移動図書館の市内巡回

保存を行い、市民の生活に

等、自己学習の場を提供。

コン

こよるン インタ

ヽ び 出しユ して資料 検索の 及 貸 1青は よ ピ ― タ 用を存 もと り保の 整理資料 収集
の ど発信なス ス や 一 ネ トツ 用 情報活のど フレ ァレ サービ提供の 昭 会な報

の 整理の しと 図書館資料て 収集点拠学習| るスへ の 努めサービ用民 図書館利住
めをや教養 深 るんヽつ の す 趣味る生 活を役立 情報 提供

目的・必要性・

市民ニーズ等

事業内容
ア 図書館資料の整備・充実、 イ 図書館職員の資質・能力の向上、 ウ 利用者に応
じた図書館サービスの提供、 エ レフアレンスサービスの充実・強化、 オ 郷土資料の
収集・整備の充実

図書館法、糸満市立中央図書館設置条例等

①
施
策
概
要

根拠法令等

②
実
績
と
成
果

蔵 書 総 数

個人登録数

予 約 人 数

館 内 視 聴

団体登録数

288,094デミ

288,079点

32,777人

31,715人

5,269人

4,571人

1,187人

856人

253団体

245団 体

46,803人

47,260人

450件

199件

101件

109件

15,149点

13,186点

223,382月よ

231,664点

電子図書館

利用者数

電子図書館

貸出数

電子図書館

タイトル数

総貸出数

321件

325件

139人

219人

617件

963件

2,094イ牛

2,068イ牛

239,523イ牛

246,153件

(R6)

(R5)

(R6)

(R5)

(R6)

(R5)

(R6)

(R5)

(R6)

(R5)

(R6)

(R5)

(R6)

(R5)

(R6)

(R5)

(R6)

(R5)

(R6)

(R5)

(R6)

(R5)

(R6)

(R5)

(R6)

(R5)

(R6)

(R5)

(R6)

(R5)

貸 出 人 数 文献複写

レフアレンス

インターネット利用数

団体貸出点数

貸 出 点 数

(個人)

考 察 (配点は①～③とも左から5点、4点、3点、2点、1点とする)区分

□ ほぼ認められない□ 認められる □ 必要性が低い□高い■ JH常に高い【必要性】

□低い □ 非常に低い□ 一定の効率あり■高い【効率性】 □ 〕F常に高い

□ 効果が低い □ 効果がほどんどない回 一定の効果あり■効果が高い【有効性】 E非常に高い

く範藪)・ 継続 ・ 改善 ・ 縮小
。その他 ( )今後の方向性〈

口
痛棚

総
評 &輻

移動図書館巡回ステーシヨンの見直し

③
施
策
の
評
価
合計 13点

B
課題と今後
の展開
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糸満市立中央図書館利用状況

項 目 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和6年度(2024年 )の説明

1 人 口 62,025人 62,126人 62,173人 62.211人 61.898人 図書資料内訳

本館開架 145,440点   開架  87079点

本館総数 232519点

移動図書館書庫  22,127点  閉架  6,561点

移動図書館総数  28,688点

雑誌

新聞

384■ 9

616d]

168 タイトル

21 紙

市民の登録率 473%

389%

611%

343%

657%

市内団体  160 団体  市外団体 93 団体

※相互貸借館(県内・県外)

1日 平均利用者数   157 人

1日 平均利用者数   25人

市民 401914人   4873点 ※団体・電子書籍除く

1日 平均貸出点数    749点 ※宅配:貸出回、点含む

1日平均貸出点数    119 点

※Web予約    3.478人

,日 平均予約人数   1881 人

,日 平均予約人数   126人

県内  絆 館   県外 27館

県内 372館   県外  3館

73団体

電子図書館 令和4年3月 開始

1,903枚

一般  284件   郷± 166件

20回開催

0歳対象 7回    71人   1歳対象B回   19人

12回開催

講演会4回/その他12回 (工作教室他 )

6回開催 (資料・パネル展) 59日

2回開催 (8/425人 :11/10100人 )

1日 平均和J用者数   91 人

10団体

691件

X口 を館(館長(,,官理係(2)
国と露窓「

l等委託先 ,一フ(1)
会計年度任用議員 (2)

サフテーフ(2)常 動八

'ヮ

フ

“

eン、 卜(5)

2

構 歳 書 数 290,500 点 206,10G 点 298.254 点 288,070 点 288.004 点

(1)図   書 252,896点 256.186点 259,845点 260,810点 261207点

(2)雑   誌 28,904点 29,088点 27.747点 16,350点 15,782点

(3)視 聴 覚 8700点 8、858点 8.530点 8,351点 9011点

(4)電子書籍

47点

■974点

48 点

2.132点

48点

2,068点

46点

2.094点

47 点(5)市 民1人 当たりの蔵書数

3

個人登録者数 29,008 人 29.592 人 30,698 人 31,715人 32,777人

男性 11134人 11.348人 11,759人 121155 ν( 12,595人

女性 17.872人 18,240人 18,929人 19,555人 20,179人

無し 人 4人 8人 5人 3人

(1)市内登録者数 25,565人 26,1む4人 27,270人 28.267人 29.294人

男性 9,940人 10,169人 10.586人 10970人 11395人

女性 15.626人 15991人 16.680人 17,292人 17,896人

無し 人 4人 4人 5人 3人

(2)市外登録者敬 3,441 人 3,428 人 3,426人 3,444 人 3.482人

男性 1194人 1179人 1173人 1183人 1199人

女性 2.247人 2249人 2249人 2261人 2283人

無し 人 0人 4人 0人 0人

(3)l日 人登録者1人

当たりの蔵書数
10点 10点 10点 9点 9点

団体登録数 251団体 228団停 238団体 245団体 253団体

4

構利用者数 40,929 人 48,815 人 59,789人 67,754人 65,886 人

(1)本館開館日数 239日 270日 269日 265日 267日

くるしお号巡回鳳数 148 日 128 日 196日 198日 196日

(2)貸 出人数 41,259人 39.650人 47,493 人 47.620 人 46,803 人

本館 33.809人 33.962人 41,976人 43.096人 411930人

移動図書館 7450人 5.688人 5,517人 4,524 ノ( 4,873人

(3)貸 出点数 (個人) 201,289点 195,175 点 238.350 点 231,864点 223.382 点

本館 166,307点 165912点 210.599点 210,139点 200.059点

移動図書館 34,982点 29,263点 27.751点 21.525点 23,323点

(4)予 約人数 (件数 ) 3,835人 7.613人 3.330人 4,571人 5,269人

本館 3,260人 7.085人 2,826人 4,234人 5,022人

移動図書館 575人 528人 504人 337人 247人

(5)相 互貸借 借受数 90点 154点 188点 135点 190点

貸出数 293点 230点 301点 340点 375点

(6)団体貸出数 8,460 点

件

210.042 冊

7,188点

fe9件

202,771冊

10,488点

1,408件

250.527冊

13,186点

963件

246.153冊

15,149 点

11,007点

4,142点

617件

239.523冊

理 宣

移動図書館 (BM)

(7)電子図書館貸出数

(8〕構貸出数
(個 人、団体、相互、電子)

(7)文献複写件数 120件 86件 295件 325件 321件

(8)参考業務 受付件数 160件 151件 164件 199件 450件

(9)定例おはなし会 201人 105人 410人 570人 521人

(10)赤 ちやんおはなし会 6人 13人 48人 72人 90人

(11)上映会 93人 59人 146人 130人 179人

(12)講演会他イベント 0人 2人 146人 915人 667人

(13)展示会 0人 0人 5.611人 10,134 人 7820人

(14)子 ども劇場 0人 16人 57人 63人 125人

(15)学 習室利用者数 950人 11208人 1,893人 1,976人 2435人

(16)施設見学 154人 2人 270人
・ 397人 540人

(17)AVブ ース利用者数 277人 9人 221人 85G人 11187人

5 口書館職員数 28 人 24 人 20人 29人 29 人
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教育施策 点検評価シー

※総合評価は A=14～ 15点、B=11～ 13点 、C=8～ 10点、D=5～ 7点、E=4点以下

点検評価員の意見 (外部評価 )

南山グスクについては市民の関心が高く、国史跡指定の早期実現が待たれている。引き続き指定に向けて必要とさ

れる調査や資料整理等に注力するとともに、展示会開催やホームページ活用などで調査の成果や進捗を広く市民に

公開できるよう努めていただきたい。

コード 教 育 施 策 名項 目

大 Ⅳ
-1 Ⅳ 歴史・文化・芸術に親しむ環境をつくる 1 糸満市らしさの継承

(1) 文化財の保全・育成中

② 南山城跡の保存内容確認調査及び周辺グスク調査の推進′よヽ

必要性
ズ等

的
民
目
市 Ⅷ i

用するとともに、文化財保護思想の一助としたい。

・令和6年度は、高嶺小学校グラウンド西側の仮設校含建設

掘調査を実施し、南山城跡に伴う遺構の有無確認を行つた。
予定箇所内での事前の試

事業内容

文化財保護法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律 ほか

①
施
策
概
要

根拠法令等

②
実
績
と
成
果

H仮設校舎建設予定地内での試掘調査の結果、戦前の高嶺小学校舎の礎石跡と南山城跡に伴う柱穴や石組

遺構等を確認した。
・試掘調査で確認した礎石跡、柱穴、石組遺構等については、写真撮影と図面作成を行い、南山城跡関連資料

として次年度以降刊行予定の報告書の一部として活用する。
・試掘調査終了後の仮設校舎建設工事では、試掘調査結果を反映して南山城跡の遺構に影響を及ばさないよ

う配慮した工事手法が執られた。
・これまでの調査内容等をまとめた概要報告書『南山城跡一調査の概要―』を刊行し、関係機関等

へ配布した。

区分 考 察 (配点 ～③とも左から5点、4点、3点、2点、1点とする)

□ 必要性が低い □ ほぼ認められない□ 認められる■ ヲF常に高い □高い【必要性】

回 非常に低い□ 一定の効率あり □ 低い□ JF常に高い ■高い【効率性】

□ 効果がほどんどない□ 効果が低い□ 効果が高い □ 一定の効果あり【有効性】 ■ JF常に高い

今後の方向性 C亜睡)・ 継続 ・ 改善 ・ 縮小 ・ その他 ( )

〈
口
痛棚

総
評

合計14点

A

課題と今後
の展開

許
｀

いく。

③
施
策
の
評
価
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施策事 点 評価シート

※総合評価は A=14～ 15点、B=11～ 13点、C=8～ 10点、D=5～ 7点、E=4点以下

コード 教 育 施 策 名項 目

Ⅳ 歴史・文化・芸術に親しむ環境をつくる 1 糸満市らしさの継承大 Ⅳ
-1

(3) 郷上史の編さん中

⑥ 市史や研究資料の編集・発行′lヽ

・糸満市域の各村落に関する史資料の収集・整理・調査を実施し、各村落の歴史、現

況、風土、慣習等につての共通性や特性を明らかにした『糸満市史資料編13村落資料

旧喜屋武村編』の刊行に向けて調査や史資料の収集等を行つた。

目的・必要性 H

市民ニーズ等

攀E    融事業内容

公 文書等の 管理 関する法律 糸満市史編集事業基本計画|根拠法令等

①
施
策
概
要

・令和6年度は、旧喜屋武村域の字喜屋武・字福地・字東里 (束辺名・上里)・字山城で、史資料の収集
・整理・

年中行事等の調査を実施した。
・村落専門部会は原稿の監修を東辺名 (字東里)1回、字山城2回 、上里 (字東里)2回、字福地

2回開催の7回

実施した。 
｀

②
実
績
と
成
果

区分 考 察 (配点は①～③とも左から5点、4点、3点、2点、1点とする)

回 ほぼ認められない□ 必要性が低い□ 認められる□高い■ ,信常に高い【必要性】

□ JH常に低い□低い□高い ■ 一定の効率あり□ 非常に高い【効率性】

□効果がほどんどない□ 効果が低い□ 一定の効果あり□効果が高い【有効性】 ■ ,F常に高い

③
日継続・改青 H縮小 日その他( )今後の方向性▲

口
痛硼

総
評

ざ吾景↓望薙 、監 な鵡 亀簑恣       繹 亀落 軍皇 下

抱S静曽婚常希謝 著 鶏 垂罫皆」藤 回 詔 1蹄 史籐 委員会

に見直し案を提示中)が必要である。

課題と今後
の展開

③
施
策
の
評
価
合計 13点

B

点検評価員の意見 (外部評価 )

市史編集事業は各集落での現地調査や資料収集を経ての執筆・編集・監修
・刊行と続く地道な作業であり、効率性

の評価に馴染みにくい事業である。令和6年度は『村落資料 旧喜屋武村編』の刊行に向けて5か村落
のうちの4か村

落の監修作業を実施しており、『旧喜屋武村編』の刊行も日前である。期待したい。
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教育施策 点検評価シート
教 育 施 策 名項 目 コード

Ⅳ -2 Ⅳ 歴史・文化・芸術に親しむ環境をつくる 2市 民文化活動の振興大

芸術作品等に触れる機会の提供中 (1)

芸術作品等に触れる機会の提供′lヽ ①

・市民が気軽にプロによる質の高い演奏を楽しめる機会を設け、音楽
への関心と本市の音楽文化

の振興を図る。
目的・必要性「
市民ニーズ等

・第12回 (R610.19)は『プラネタリウムコンサート』(シヤボン玉石けんくくる糸満)として、

第13回 (R72.1)は『おえかきコンサート』(糸満がじゆまる児童センタ=)と
して、出前コン

サート形式で実施した。
事業内容

文化芸術基本法、第2次糸満市文化芸術振興指針

①
施
策
概
要

根拠法令等

②
実
績
と
成
果

①
鴇禽聖課豊跡融胃乾彗島配慈宰薯ど為要岳rざτ【壁ぢ弓写らェ線 か交郭と―る巌 お々こなっ
た。 来場者47人中23人が新規来場者。

②舗雪星ど:智i鯉と聾典建蓄ヨБ爾紬揺 訴甕をぅ来場者参加型コン
:寵i熱、乙転統七選腕 穫艶野墾ゴどき楽への関心を高め音敷化の振興を図ることができた。

考 察 (配点は①ん③とも左から5点、4点、3点、2点、1点とする)区分

□ ほぼ認められない□ 必要性が低い□ 認められる■ 〕に常に高い □高い【必要性】

回 非常に低い□ 低い回 一定の効率あり□高い【効率性】 ■ ,H常に高い

□ 効果がほどんどない□ 効果が低い□ 効果が高い □ 一定の効果あり【有効性】 ■ ,F常に高い

今後の方向性 ・ 継続 ・ 改善 B縮小 。その他 (① )▲
口
篇棚

総
評

・市民の音楽振興を図るために、今後も少人数での演奏に特化した公演を継続した

亀狭のアンケートでは、琉球民謡等の要望もあり、今後も多様な音楽の演奏を行い、

補留遭婦筆蒼倖宅急藍硼 認 を活用し、年齢や障害の有無に関わりな
く、誰でも親しめるよう出前開催も検討したい。

③
施
策
の
評
価

合計15点

A

課題と今後
の展開

A=14～ 15 、B= 、C=8～ ～ 7 、E=

点検評価員の意見 (外部評価)

こ言平イ面ン た

年らか 高評価も 得てしを るヽ 者手琴日と るができ を創 し出 市 民| の し こ親しむ 環境気軽民 が 質 同 音ヽ楽 |本事 は市業
しし大 | した
ハ
,ヽ。

| コ サー 開催 とをできの らを児 象対 卜をfい 力` し児 就学前や 幼ま| 日〕J出 式で重度 身障形度
化や文 協会む望 地域 演の 奏家さの なるb 充実 拡充をつ 事業の し 届 らけ よれるのく 民 質 回 音ヽ楽がも りよ 多 市

との連携にも期待したい。
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6 学識経験者の知見の活用

学識経験者の知見の活用 (評価)を実施するにあたつては、令和7年 10月 3日 (金 )及び10月 2刊 (火)に

事務点検評価会議を開催し、以下3人の学識経験者から意見を頂きました。   i

糸満市教育事務点検評価員 (以下敬称略 )

与那嶺 政裕

土地 美智子

加島 由美子               '

学識経験者の評価と意見

※以下の各項目右上側に点検評価シートのページを示しています。

点検評価員の意見

O道徳教育の充実、生徒指導の充実 P 13

の f の に

じた学習や教育相談活動を通し 自己 同 定感を育み 生活 自ユ を回 める学校復帰を支援して しヽ る 和I用者
設置及び児 里 生徒の対応に関が チ ヤ レン ジ登校や学校復帰をするなど改善がみられ 適応指導教室の

的スタッフの確保が今後も必要である。

生徒指導の充実:課題を抱える児童生徒にどのように関わり指導するか、市内居場所や関係機関との

の仕方の検討が必要と思われる。

及 P 12
( 、姉妹都市 E友 )

建曇を言釜塞器習誰葉桑岳季亙数新斜雷黙留痛挽I露摺リーダー育成にもつながり、多くの事を学べる様、今

後も取り組んでほしい。

P 10
(生涯学習振興事業 ( のひろば)、 ブックスタート推進事業)

子どもとの接し方 子 ども理解を学ぶ機会の 促進 としヽう観点 んヽ ちも 絵本の ひ ろ |ずの 開催 やブツク
ス ター

ドブ
ト推進事業は有意義な事と思われる ブツクス ター 卜推進貝 の 確保 新規推進 貝 の 養成 t セカン ツク実

の 展開等課題もあるが とても楽しみな事業なの で 今後の 活動を期待したt
ヽ

P llの

ど 業放課後子 も教室事地域学校 推進事業協働活動学 向カ 上支援事業(地域

育む環境や庭の連
こなる

ヽ「 し向力 支上 業援事 ゆ学地域やの は き ども教室で放課後子家庭 多 夫婦共働子どもを持つ現在
安全どもをで子学校 携地域 家とても あの 活動と思われるる意義は教室」―る

での I 点 あるつと思 予算額 減少が気所をつ るく が今後事 重要も安 なfい 居場

-33-



P 14○特別支援教育の充実

特別支援教育支援員は、学校において安全面や生活面で支援を必要とする児童生徒が、安心安全な学

校生活を過ごすうえで大変重要である。また、特別支援教育指導コーディネーターは、保護者
への教育相

談活動の充実、全教諭の特別支援教育に対する理解と知識の向上を図る上で必要である。

O糸満市青少年育成市民会議や糸満市学力向上推進協議会の活動推進 P 15

青少年育成市民会議や学力向上推進協議会の活動は、次代を担う子ども達の健全育成に重要なも
のと

思われる。物が豊かにある現在において、心の豊かさも同じ様に持てる子ども達の健全育成は、家庭、地

域、学校、行政の連携・協力が大切と思われる。

○幼児教育の充実
P 16

小学校教育への円滑な接続を図るため、公私立こども園、保育園等と市内小学校の連携体制の構築が

求められる。公開保育・公開授業・連絡協議会を通して様々な気づきが得られ、それをもとに指導
の改善

が期待される。今後も「子どもの発達や学びをつなぐ接続」を意識した取り組みを充実していただきた
い。

O学習指導の工夫改善・充実 P 17

学習指導支援員の配置は、個別の学習支援・ティームティーチングによる授業支援等、児童生徒の理解

度に合わせて支援することで学習意欲の向上につながつている。教育機関との連携や地域人材
の発掘、

任用条件の検討など、学習指導支援員の確保の工夫が求められる。

O国際理解教育・外国語教育の推進 P 18

豪提三名舞脇 f状路埋青饂乳浮
校ぞ憲弄圏亀臨 がき語壕壁鍵息敦著

Lる。今後も外国語活動の授業に対応するため、AET

の人材確保・増員に努めてほしい。

O情報教育の充実 P 19

情報を収集 創造 表現 発信 伝達する情報化社会 こ参 する態度を培うため
コンピユ ―タ―を活用す

ど社会動向 理解を促し児童生環境整備 が 必要である 情報収集を通して 際化問 や環境問題な の

主体の学 習支援が可能となつて しヽ る また 新型液 日日型電子黒板は 授業が 分かりやすし
ヽと84.4%の

児童生徒が回答 して しヽ る
▲
マ 後も情報教育の 充実 | 資する機器の整備が求められる 財源確保と更新計

画のもと情報教育の充実に努めてほしい。
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P 20O食育の充実

身を育むために欠かせないものであり、正

に応じた教材の予算措置が求められる。

に

に

ヽ I さす るせヽ つ るでき 力を身 付| し て 上D自 断半u 能望や ましし食 取事の 方等りの事 重要性徒が食児童生
ヽ な心全へ 活は生 健の ′b つ てし る 健 食全な食育 が高ま関の徒生 保護者 教職 員で 児童は重と 要 あり

ヽ で 段発達i る 育 んヾ指導 大切 あるしし 身 付 すさせ 食食習慣を

○安心コ安全な学校づくりを進める
P21

学校は、児童生徒が豊かな人間性を育むふさわしい安全
H安心な施設が求められる。糸満南小学校に

おいては年々、児童数が増加しており児童規模に応じた施設整備が求められる。

O岩崎奨学金の給与 P26

経済情勢が厳しい現在において、返済のない奨学金制度は、学生の生活支援、保護者の経済的負担軽

減の観点から考慮しても有意義なものと思われる。事業を運営していくうえでも、基金のより有効的な運

用、新たな財源の確保を検討し、将来的な人材育成事業も継続して欲しいと思う。

○自治公民館、他団体等との連携による生涯学習基盤の充実
P27

自治公民館 よる自主的な講座開設 へ の 支援 |よ 地域で の 生 涯学習の裾野を広 Iザる意 我 ある取 り
△ 後新たな方あると認識するが 周 知 が十分でなかつたの か 活 用件数が少なか つ た の は残念である

実施を期待した自治公 民館 と連携 し 生涯 学習の 推進 つなが るような事業の しヽ
で

O安心・安全な学校づくりを進める P22

画 嶺小学校は昭和 56年以前 | 建築され 老朽イヒこよりヨンクJ ト予1離が多く発生しており 早期 の 改築
性を育の必要がある ′J

ヽ中 貫教育校 | 向け関連法 ■コ |こ基づく許認可手続きを進 め 児 里 が豊かな人間

′もヽさわ ししヽ 安全 安心な施設の早急な整備が求めうれ る

O安心・安全な学校づくりを進める P23

児童が豊かな人間性を育む 心 さヽわししヽ 安全 安心な施設が求められ る 児 里 数推計を基に不 足する教

や特別教室 の転用 の影響等を考慮しながら 児 里 が豊かな人 間性を育む′心ヽさわししヽ安全 安心な教

の改善に取り組んでほしい。

O安心。安全な学校づくり、環境にやさしい学校づくり P 24

0℃を超える とが 多く 児童生徒の健康面 及び学習意欲 | 悪影響を及ぼす 空調設沖縄県は 夏場 3

した快適な室内環境 は 児童生徒の 学習意欲や学力の 向上 が期待される

O人材育成奨学金の貸与 P25

賞与奨学金制度 ま 経済的支援から考慮しても有意義な事業と思われる 就学を希
切
する子ども達 |

継続 必要だが 将来の返済方法 返還制度 のしヽ て 家庭的事情で希望を断念する事がな しヽ よつ制度の は

見直しも検討に値すると思われる。
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る読書環境の整 P 28
備、移動図書館の市内巡回

個人登録者数の増加やレファレンスサービス件数が2倍強に増加している点を評価したい。気軽に利用

できる図書館として今後も引き続きサービスの向上・充実に努めていただきたい。

移動図書館巡回ステーシヨンの見直しについては、利用者の声を丁寧に聞きながら見直しを進めてほし

い 。

○南山城跡の保存内容確認調査及び周辺グスク調査の推進 P30

南山グスクについては市民の関心が高く、国史跡指定の早期実現が待たれている。引き続き指定に向

けて必要とされる調査や資料整理等に注力するとともに、展示会開催やホーム
ページ活用などで調査の

成果や進1歩を広く市民に公開できるよう努めていただきたい。

O字誌等への編集支援 P 31

市史編集事業は各集落での現地調査や資料収集を経ての執筆・編集
E監修・刊行と続く地道な作業であ

り、効率性の評価に馴染みにくい事業である。令和6年度は『村落資料 旧喜屋武村編』の刊行に向けて5

か村落のうちの4か村落の監修作業を実施しており、『旧喜屋武村編』の刊行も目前である。期待したい。

o芸術作品等に触れる機会の提供 P 32

奪語辞瑚諄 繭鰤潔常懃   賛名
望む。地域の演奏家や文化協会との連携にも期待したい。
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糸満市の教育の日標

平成23年 6月 22日

糸満市教育委員会制定

糸満市は1国 口県の教育の目標、本市の基本理念及び将来像に基づき、郷里の自

然や文化に誇りを持ち、人間性豊かで創造性
日国際性に富む人材の育成と、健康で

人々がつながりあい豊かな人生を送るために生涯学習の進展を期して、次のことを

目標に施策を推進していく。

【幼児児童生徒像】

幼児児童生徒一人一人の個性を伸長し、社会の変化に主体的に対応できる資賢

や能力を養い、自ら学び、自ら考え、行動できるなど「生きる力」の育成を図る。

【市 民 像 】

『ひかりのまち」「みどりのまち」「いのりのまち」を希求し、自然の保全
日郷土文化の

継承口発展に寄与し、進取の気象に富み、国際化
H情報化社会で活躍する心身ともに

健康な市民を育成する。

【社 会 像 】

家庭 H学校 H地域社会の役割を明確にし、人々のつながりのある相互連携のもと、高

い公共性口倫理性を有し、時代の変化に対応し得る生涯学習の振興を図る。

令和 7年度

教育 に関す る事務 の管理及び執行状況 の点検及び評価

報  告  書

(令和 6年度 事業 )

発 行 :令和 7年 11月

糸満市教育委員会 教育部 教育総務課

糸満市潮崎町 1丁 目 1番地

TEL:098‐ 840‐ 8160   FAX:098‐ 840‐ 8161

糸満市ホームヘ
・―シ' http://www,city,itoman.lg.jp/
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